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整備岸壁数

建設後50年以上経過する岸壁数（累積による見通し）

＜老朽化の進行による課題＞

＜岸壁の背面土砂吸出しによる陥没事案＞

＜供用後50年以上経過する岸壁の割合＞

母数：岸壁約5,000施設※

2015年3月 2040年3月

約1割 約7割約2割

2020年3月

※国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾、地方港湾の公共岸壁数（水深4.5m以深）：国土交通省港湾局調べ
※竣工年不明施設は約100施設については上記の各グラフには含めていない

＜各年度に整備した係留施設数と供用後50年を経過する公共岸壁の推移＞

＜埋立護岸の背面土砂吸出しによる陥没事案＞

施設の劣化による破損や事故が近年多発。

○高度経済成長期に集中的に整備した施設の老朽化が進行。
○係留施設は、建設後50年以上の施設が2020年3月の約2割から、2040年3月には約7割に急増する。
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港湾施設の老朽化の進行



港湾施設のメンテナンスに関する制度の変遷

平成15年 港湾法改正

• 国有港湾施設の管理委託手続きの明確化
政令において管理委託契約書に規定する内容、
管理受託者の義務及び国による実地監査等を規定

ライフサイクルコストの増加

平成25年 港湾法改正 ・・・p4参照

• 点検基準を追加
→省令で維持管理計画に点検に関する事項を含む

ことを明確化し、点検の種類等を規定
→告示で定期点検診断は5年以内毎に実施すること

等を規定

平成18年 港湾法改正 ・・・p3参照

・技術基準の性能規定化
→技術基準省令を全面改正し、維持管理計画を規定

（平成19年）

平成24年 笹子トンネル事故

平成13年
規制改革推進3か年計画で
技術基準の性能規定化を明記

社会的要請 法令 予算制度公物管理 技術基準

平成25年度

• 予防保全計画に基づく計画的な更新・
修繕の開始 ・・・p5参照

令和４年度

• 港湾メンテナンス事業創設
• 個別施設計画の見直しに対する支援

制度を創設（令和7年度までの時限）
・・・p7参照

平成20年度

• 維持管理計画策定補助創設
（5年間の時限）

※平成22年度交付金化
※平成26年度まで延長

インフラ長寿命化基本計画（平成25年関係省庁連絡会議）
・・・p10参照

国土交通省インフラ長寿命化基本計画（平成26年)
・・・p10参照

市町村における持続的な社会資本メンテナンス体制の
確立を目指して（平成27年社整審交政審技術分科会技術部会）

・・・p11参照

道路法改正（平成25年）
○道路の予防保全の観点も踏まえた点検を含む維持・修繕の実施
○国土交通大臣による点検結果の調査（技術開発等への活用）
○一定の構造物を対象とした国土交通大臣による修繕・改築の代行

河川法改正（平成29年）
既存ストックを活用したダム再開発事業や、災害復旧事業等のうち、
都道府県等の管理河川で施行が困難な高度な技術力等を要するもの
について、国・水資源機構による工事の代行制度を創設

地域インフラ群再生戦略マネジメント
（令和４年社整審交政審技術分科会技術部会） ・・・p12,13参照

社会インフラ全体のメンテナンスに関する動き

点検診断

の種類
通常点検診断施設 重点点検診断施設

定

期

点

検

診

断

一般
５年以内ごとに

少なくとも１回

３年以内ごとに

少なくとも１回

詳細

・供用期間中の適切な

時期に少なくとも１回

・供用期間延長時

・10～15年以内ごとに

少なくとも１回

・主要な航路に面する

特定技術基準対象

施設等は、10年以

内ごとに少なくとも1

回

令和２年度

• 老朽化対策を盛り込んだ
「防災・減災、国土強靱化のための
５か年加速化対策」決定 ・・・p6参照
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今後の社会資本の維持管理・更新のあり方について
（平成25年社会資本整備審議会・交通政策審議会） ・・・p9参照



水域施設、外郭施設、係留施設その他の政令で定める港湾の施設（以下この項及び次項において「技術基準対象施設」という。）は、他
の法令の規定の適用がある場合においては当該法令の規定によるほか、技術基準対象施設に必要とされる性能に関して国土交通省
令で定める技術上の基準（以下「技術基準」という。）に適合するように、建設し、改良し、又は維持しなければならない。

技術基準対象施設は、供用期間にわたって要求性能を満足するよう、維持管理計画等に基づき、適切に維持されるものとする。、
２ 技術基準対象施設の維持に当たっては、自然状況、利用状況その他の当該施設が置かれる諸条件、構造特性、材料特性等を勘案するものとする。
３ 技術基準対象施設の維持に当たっては、当該施設の損傷、劣化その他の変状についての点検及び診断並びにその結果に基づく当該施設全体の維持に係
る総合的な評価を適切に行った上で、必要な維持工事等を適切に行うものとする。
４ 技術基準対象施設の維持に当たっては、当該施設及び当該施設周辺の施設を安全に利用できるよう、運用方法の明確化その他の危険防止に関する対策
を適切に行うものとする。
５ 前各項に規定するもののほか、技術基準対象施設の維持に関し必要な事項は、告示で定める。

技術基準対象施設

港湾法 第56条の2の2 第１項 ※アンダーラインが平成18年での改正事項

港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第4条（平成19年改正で新設）

１ 水域施設
２ 外郭施設
３ 係留施設
４ 臨港交通施設

○港湾施設は、一般的に厳しい自然状況の下に置かれることから、材料の劣化、損傷等により供用期間
中に性能の低下が生じることが懸念される。このため、施設が供用期間中に要求性能を満たさなくなる
状況に至らないように、計画的かつ適切に維持を行う必要がある。

○維持管理を確実に実施するためには、点検診断等の時期、方法、頻度等、基本的な手順に沿って維持
を行うよう、維持管理計画を定める必要がある。

５ 荷さばき施設
６ 保管施設
７ 船舶役務用施設
８ 移動式施設（＊）

※その規模、構造等を考慮して国土交通省令で定める港湾の施設を除く。４～７及び１０～１２までの施
設にあっては港湾施設であるものに限る

９ 旅客乗降用固定施設
10 廃棄物埋立護岸
11 海浜
12 緑地及び広場

維持管理計画等の策定
が必要な施設

維持管理計画の策定（平成18年港湾法改正関連）
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（＊：移動式荷役機械にあつては、自動的に、又は遠隔操作
により荷役を行うことができるものに限る。）

（※下記の技術基準対象施設は現行規定のものである）



Ｃｖ

港湾の施設の点検診断ガイドライン 【平成26年7月】 港湾の施設の維持管理計画策定ガイドライン 【平成27年4月】

○国土交通省では、平成24年12月に発生した中央道笹子トンネル事故等を踏まえ、国民生活や経済の基盤であるインフ
ラが的確に維持されるよう、平成25年を「社会資本メンテナンス元年」とし、老朽化対策に総合的かつ重点的に取り組ん
でいる。

○平成25年には点検基準の位置付けの明確化など、適切な維持管理・更新の実施に向けた法令改正等をおこなった。

技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示

・技術基準対象施設の維持は、定期的に点検を行うことその他の国土交通省令で定める方法により行わなければならない

港湾法 第56条の2の2 第2項

Ｃｖ

・技術基準対象施設は供用期間にわたって要求性能を満足するよう維持管理
計画等（点検に関する事項を含む）に基づき適切に維持すること。

・維持にあたり、自然状況、利用状況、構造特性、材料特性等を勘案すること。
・施設の損傷、劣化、その他の変状について、定期及び臨時の点検・診断に

基づき総合的な評価を適切におこない、必要な維持工事等をおこなうこと。
・維持に関し点検の結果、その他必要な事項を適切に記録・保存すること。

港湾の施設の技術上の基準を定める省令 第４条

・技術基準対象施設の維持管理計画等は、当該施設の設置者が定めることを標準とする。
・維持管理計画等は、点検診断の時期、対象とする部位及び方法等について定めるものとする。
・維持管理計画等は、供用期間、維持管理の基本的な考え方、損傷・劣化に対する計画的・効率的な維持工事等について定める。
・維持管理計画等は、施設が置かれる諸条件、設計供用期間、構造・材料の特性、維持工事の難易度、施設の重要性を勘案すること。
・定期点検診断は、５年以内ごと（人命、財産、社会経済活動に重大な影響を及ぼす施設にあっては、３年以内ごと）に行うこと。

下線：Ｈ２５改正事項

Ｃｖ

・水域施設 ・船舶役務用施設
・外郭施設 ・移動式施設（＊）
・係留施設 ・旅客乗降用固定施設
・臨港交通施設 ・廃棄物埋立護岸
・荷さばき施設 ・海浜
・保管施設 ・緑地及び広場

港湾法施行令 第19条 (技術基準対象施設）

・点検の種類（初回点検、日常点検、定期点検。臨時点検等）
・各点検の頻度、点検項目、点検方法、診断基準など

・維持管理計画の構成、策定手順、記載内容の詳細など
・係留施設、外郭施設、臨港交通施設等の主要施設にかかる作成事例
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（※下記の技術基準対象施設は現行規定のものである）

（＊：移動式荷役機械にあつては、自動的に、又は遠隔操作により荷役を行うことができるものに限る。）

適切な維持管理等の実施に向けた制度の充実（平成25年港湾法改正関連）



（１）予防保全型維持管理への転換 （２）既存ストックを活用したふ頭機能の再編・効率化

施設の老朽化状況、利用状況、優先度等を考

慮したうえで、港湾単位で予防保全計画を策定し、

これに基づいて計画的かつ効率的に改良工事を

行うことにより、ライフサイクルコストを抑制しつつ、

個々の施設の延命化を図る。

既存ストックの統廃合、機能の集約化や必要なスペック
見直し等を図ることにより、効率的なふ頭へ再編する。

性
能

施設を供用できる性能限界

供用期間

施設の長寿命化
予防保全的な維持管理へ転換

改良工事

（コスト小）

当初のライフサイクル（設計供用期間）

抜本的な

更新工事

（コスト大）

施設の

性能劣化曲線

事業箇所

3号岸壁

8
号
岸
壁

1号岸壁

2号岸壁4号岸壁7号岸壁

【一般貨物】
3，4号岸壁へ集約

再編後

コンテナ貨物 完成自動車 一般貨物

事業箇所
※耐震強化岸壁

3号岸壁

8
号
岸
壁

1号岸壁

2号岸壁

再編後廃止

4号岸壁7号岸壁

コンテナ貨物 完成自動車 一般貨物

【完成自動車】
7号岸壁へ集約

【コンテナ貨
物】

8号岸壁へ集
約

再編前

①調査事案の概要７号岸壁の250mの延伸に
かかる投資＋維持管理コスト

既存岸壁（１号、２号、３号（一部））の改良
にかかる投資＋維持管理コスト＜

１～３号岸壁はもともと貨物の荷役に使用されていたが、著しい老朽化のため、１～２
号岸壁については廃止（護岸へ用途変更）、３号岸壁の一部は物資補給岸壁へ用途
変更したうえで、新規投資として７号岸壁を延伸し、３、４、７号岸壁にその貨物の集
約を行うもの。
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予防保全計画に基づく計画的な更新・修繕（予算制度関連）



防災・減災、国土強靭化のための５か年加速化対策

6
※防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策（概要）（内閣官房ＨＰ）より抜粋



港湾施設・海岸保全施設の老朽化対策の推進

○ 建設後50年以上経過する施設の割合が増大する中で、令和３年度まで防災・安全交付金で老朽化対策を総合的・
一体的に支援していた。

○ 令和４年度から、加速度的に進行する重要インフラの老朽化対策を、集中的・計画的に実施するため個別補助制度
を創設し、地方公共団体等の予防保全型維持管理への本格転換を推進している。

【老朽化の進行による港湾施設の破損・事故例】

【老朽化の進行による海岸保全施設の破損・損傷例】

ブロック破損剥離・損傷

地方公共団体等が管理する港湾施設・海岸保全施設に対しては、
大規模な更新などを除き、防災･安全交付金により老朽化対策を
支援していたが、自由に流用が可能なことから、必ずしも配分時に
想定していた事業での実施が担保されていなかった。

そこで、インフラ長寿命化計画を踏まえ、集中的・計画的な老朽
化対策を進められるよう、個別補助制度を創設した。

○○整備計画（２００）
A事業 岸壁の老朽化対策 １５０
B事業 防波堤の整備 ５０

○○整備計画（２００）
A事業 岸壁の老朽化対策 １００
B事業 防波堤の整備 １００

□□県

配
分
時

実
際

【防災･安全交付金の流用イメージ】

±50

A事業 岸壁の老朽化対策 １５０

【防災･安全交付金から個別補助化した場合】

±50

B事業 防波堤の整備 ５０

予算を配分した事業の実施が担保され、より集中的・計画的な対応が可能となる。

エプロン陥没 臨港道路陥没

流用が可能

港湾施設・海岸保全施設の集中的・計画的な老朽化対策
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インフラメンテナンスに関係する答申等

○「今後の社会資本の維持管理・更新のあり方について」答申 ・・・p12参照

（平成25年12月 社会資本整備審議会・交通政策審議会）
維持管理・更新に関する現状と課題を踏まえ、今後目指すべき社会資本の維持管理・更

新の方向性、戦略的な維持管理・更新に関する基本的な考え方及び国土交通省等が重点的
に講ずべき具体的施策に関して技術部会社会資本メンテナンス戦略小委員会（平成24年７
月設置）において審議し、取りまとめ

○市町村における持続的な社会資本メンテナンス体制の確立を目指して ・・・p14参照

（平成27年２月 社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術部会）
市町村が施設管理者としての責務を果たすための、持続的な維持管理体制の確立に向け

て、国、都道府県等による市町村支援の今後の方向性と具体的施策をとりまとめ

○総力戦で取り組むべき次世代の「地域インフラ群再生戦略マネジメント」
～インフラメンテナンス第２フェーズへ～ ・・・p15,16参照

（令和４年12月 社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術部会）
「社会資本メンテナンス元年」から10年目を迎えるとともに、社会資本メンテナンス戦

略小委員会を設置し、メンテナンスに関する本格的な議論を開始してから10年を迎えるこ
とから、これまでの10年間（2012年～2021年）を第１フェーズと位置づけ、この期間の取
組のレビューを行い、取組の達成状況と今後の課題について取りまとめ、我が国のインフ
ラは依然として危機的な状況にあることをしっかりと共有。そして、これからのメンテナ
ンスの取組の展開を第 2フェーズと位置づけ、「地域インフラ群再生戦略マネジメント」
への転換を方針の軸として、今後、重点的かつ速やかに取り組むべき施策を、特にインフ
ラメンテナンスの課題が深刻化している市区町村に焦点をあてて、提言として取りまとめ。8



H25.12 今後の社会資本の維持管理・
更新のあり方について（答申）
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インフラ長寿命化基本計画
（国）

インフラ長寿命化計画
（国の全分野）

○インフラの長寿命化に関する基本方針
・目標とロードマップ
・基本的な考え方
・インフラ長寿命化計画の基本的事項
・必要施策の方向性
・国と地方の役割
・産学界の役割 等

○基本計画の目標達成に向けた行動計画
・対象施設
・計画期間
・所管インフラの現状と課題
・中長期的な維持管理・更新コストの見通し
・必要施策の具体的な取組内容と工程
・フォローアップ計画
※施設特性に応じて必要施策を具体化

○施設の状態に応じた詳細な点検・修繕・更新の計画
・対象施設、計画期間、対策の優先順位の考え方、個別施設の状態等、対策内容と実施時期、対策費用

公共施設等総合管理計画
（自治体レベルの全分野）

道路

※省庁毎に策定 ※自治体毎に策定

H25.11 関係省庁連絡会議決定

港湾

R3.3.31 策定率：99.9%

道路 港湾

（個別施設計画）
施設毎の長寿命化計画

河川

（行動計画）

（政府全体）

河川 海岸海岸

国土交通省
H26.5.21 第１次行動計画策定
R3.6.18 第２次行動計画策定

インフラ長寿命化に向けた計画の体系（イメージ）
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H27.2 市町村における持続的な社会資
本メンテナンス体制の確立を目指して
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R4.12 総力戦で取り組むべき次世代の
「地域インフラ群再生戦略マネジメント」
～インフラメンテナンス第２フェーズへ

12



R4.12 総力戦で取り組むべき次世代の
「地域インフラ群再生戦略マネジメント」
～インフラメンテナンス第２フェーズへ

13



港湾施設の維持管理等に関する実態調査の概要

１．趣旨
各港湾管理者の維持管理業務の実態及び課題を把握し、より効率的で効果的

な老朽化対策の検討に向けた基礎資料とすることを目的として、整備局を通じて
実施。

２．調査対象
国際戦略港湾、国際拠点港湾、重要港湾、地方港湾（全932港）の港湾管理者

165港湾管理者 内訳：都道府県37、市町村121、一部事務組合6、港務局１

166部局 ※東京都は東京港担当部局と離島担当部局で別に集計

３．実施時期
令和5年10月～11月

14



0

10
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50

60

70

80
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1～4人 5～9人 10～29人 30人～ 1～4人 5～9人 10～29人 1～4人 5～9人 10～29人10～29人 30人～ 1～4人 5～9人 10～29人 1～4人

- - 中核市 政令市 - -

都道府県 市町村 一部事務組合 港務局

地方港湾のみ

重要港湾以上+地方港湾

重要港湾以上のみ

○港湾管理者が都道府県である場合、港湾管理に携わる職員の数は平均40人程度。ただし、
10人以下で管理を行っている港湾管理者も存在。

○港湾管理者が市町村である場合、港湾管理に携わる職員は４人以下が大半。

①港湾の維持管理に携わる職員数

平均43人
平均（技術系）28人
平均（事務系）14人

平均4人
平均（技術系） 2人）
平均（事務系） 2人）

港湾管理者数

平均8人
平均（技術系）6人
平均（事務系）3人

港湾管理者の属性

管理対象

平均92人
平均（技術系）66人
平均（事務系）26人
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②港湾の維持管理に携わる職員数の増減

横ばい

24
63%

概ね横ばい

1
3%

減少傾向

13
34%

都道府県

港湾管理者数38
横ばい

82
68%

減少傾向

36
30%

増加傾向

3
2%

市町村

○都道府県、市町村ともに、大半が「横ばい」か「減少傾向」と回答。

※東京都は東京港担当部局
と離島担当部局で別に集計

港湾管理者数121
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③一人当たりの担当港湾数

○港湾管理者が市町村の場合、多くが一人で複数の港湾を担当。

○港湾管理者が都道府県の場合であっても、一人で複数の港湾を担当している港湾管理者が
存在。

港湾管理者数

管理対象

港湾管理者の属性
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④施設の点検（日常・定期含む）において困ったこと・困っていること（複数回答可）

0 20 40 60 80 100 120 140 160

人手不足

予算不足

技術力不足

高度な技術的判断を要する

対象箇所が多い・広範囲に及ぶ

点検に必要な設備・道具が足りない

海中部の点検に難航

利用者調整・制限に難航

制度上の課題

その他

都道府県 一部事務組合 港務局 市町村

○点検においては、多くの港湾管理者が人手不足、予算不足、技術力不足といった
課題を抱えている。

○次いで、海中部の点検に難航していること、対象箇所の多さを挙げている港湾管
理者が多い。
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⑤施設の補修において困ったこと・困っていること（複数回答可）

0 20 40 60 80 100 120 140 160

人手不足2

予算不足2

技術力不足2

高度な技術的判断を要する2

対象箇所が多い・広範囲に及ぶ2

補修に必要な設備・道具が足りない

海中部の補修に難航

利用者調整・制限に難航2

制度上の課題2

その他2

都道府県 一部事務組合 港務局 市町村

○補修においては、多くの港湾管理者が予算不足、人手不足の課題を抱えている。
○次いで、対象箇所の多さ、技術力不足を挙げている港湾管理者が多い。
○点検と比較して、利用者調整・制限に難航している実態も窺える。
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港湾管理者の意見等

人手不足
・施設数が多い中で人手が不足。

・港湾専任ではないこと、維持管理業務専任ではないことによる、人手・技術力不足が顕著。

技術力・
機械力不足

・定期点検を業者発注する予算も無く、職員で行っている状況であるため、点検の精度が心配。
・人事異動により技術力が安定しない。
・日常点検等に空中・水中ドローンを使うことがあるが、操縦できる人が限られており配属が変わると使用が困難
・船を有しておらず海での点検ができない。
・簡易な補修であっても、高度に利用されている施設が多いため、利用者調整（代替施設の確保など）に難航。
・補修工事は、使用中施設のため施工条件が厳しく、不調にあることもある。
・漁協関係者との協議で、繁忙期以外の期間限定で工事を行わなければならず年間を通しての工事が困難。
・水域施設や外郭施設などについては容易に日常点検を行うことが出来ない。
・水中部の点検に苦慮。
・国有港湾施設の更新・大規模修繕について、港湾管理者が行う維持管理の範疇を超えるものがある。

予算不足
・専門技術職員不在あるいは詳細な点検の為、定期点検を外部業者に委託しており、委託料が負担である。
・突発的な補修などに対応する予算が少ないため対応できない場合がある。
・初回点検時期が同じで点検のサイクルも同じになるため、詳細点検実施時には時間と予算の不足が懸念される。

その他
・離島にある港湾施設や民地を通るための許可が必要など移動が困難、また旅費がかさむ。
・離島で利用の少ない小規模な港湾の補修の場合、多額の費用をつぎ込む必要性があるか要検討。

要望事項

・国交省技術者による援助。
・国、県主導で定期点検を一括業務発注するなどの支援。
・水中ドローンの規格や点検方法についてガイドライン等の策定、操作研修や機材の購入費に対する支援。
・点検にかかるコスト低減が可能な新技術の開発促進と、新技術を実用化するために必要な基準の整備。
・制度の合理化（評価による定期点検の間隔の延長等）。
・定期点検の交付金・補助の対象化、港湾メンテナンス事業の採択要件の緩和。
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本WGで議論いただきたい論点

○港湾施設のメンテナンスにおける現状の取組
に関する（主に体制面での）課題は何か、
ご意見をいただきたい

○港湾施設のメンテナンスにおける
（主に体制面での）あるべき姿はどのようなものか、
ご意見をいただきたい

○現場の目線で国に求める役割について、
ご意見をいただきたい
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